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■
主
な
収
入
が
給
与
の
方

①
年
末
調
整
が
さ
れ
て
い
る
給
与
所
得
以

外
の
所
得
の
合
計
額
が
20
万
円
以
下
の

方
②
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
給
与
収

入
が
あ
る
方
で
、
年
末
調
整
が
さ
れ
て

お
ら
ず
各
種
控
除
を
受
け
る
方
（
確
定

申
告
を
す
る
方
を
除
く
）

■
主
な
収
入
が
年
金
の
方

　

確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
方
で
、
次
の

■
主
な
収
入
が
給
与
の
方

①
令
和
4
年
分
の
給
与
収
入
が
２
千
万
円

を
超
え
た
方

②
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
、
給
与
所
得

と
退
職
所
得
以
外
の
所
得
が
、
20
万
円

を
超
え
た
方

③
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
、
年
末

調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
収
入
と
、

給
与
所
得
と
退
職
所
得
以
外
の
所
得

が
、
20
万
円
を
超
え
た
方

■
主
な
収
入
が
公
的
年
金
の
方

①
令
和
4
年
分
の
公
的
年
金
等
の
収
入
が

４
０
０
万
円
を
超
え
た
方

②
公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超

え
た
方

③
令
和
4
年
分
の
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な

ら
な
い
公
的
年
金
等
（
外
国
で
支
払
わ

れ
た
年
金
な
ど
）
を
受
給
し
た
方

■
退
職
所
得
が
あ
る
方
な
ど

　

令
和
4
年
分
の
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な

ら
な
い
退
職
所
得
（
外
国
企
業
か
ら
支
払

わ
れ
た
退
職
金
な
ど
）
が
あ
る
方

■
個
人
の
事
業
・
不
動
産
所
得
者
や
土
地
・

　
建
物
を
売
却
し
た
方
な
ど

　

令
和
4
年
分
の
各
種
所
得
金
額
の
合
計

額
が
、
所
得
控
除
お
よ
び
配
当
控
除
額
よ

り
多
い
方
な
ど

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
各
種
控
除
を
受
け
る
方

②
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所

得
が
あ
る
方

■
収
入
が
な
か
っ
た
方
・
非
課
税
所
得
だ

け
で
あ
っ
た
方

　

豊
川
市
に
住
所
が
あ
る
方
の
税
法
上
の

扶
養
親
族
と
な
っ
て
い
な
い
方
（
無
収
入

の
方
で
も
各
種
申
請
な
ど
に
必
要
と
な
る

証
明
書
の
発
行
に
は
申
告
が
必
要
で
す
）

　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
で
収
入
が

な
い
方
と
、
非
課
税
所
得
だ
け
で
、
所
得

金
額
が
一
定
基
準
以
下
の
方
は
、
保
険
料

の
軽
減
や
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い

■
個
人
の
事
業
・
不
動
産
所
得
者
や
土
地
・

建
物
を
売
却
し
た
方
な
ど

　

確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
方

　市民税・県民税に関することは市民税課（89－2129）、所得税及び復興特別所得税などの
国税に関することは豊橋税務署（0532－52－6201）へお問い合わせください。

正しい申告と
納税を税税

特 集 2

インターネットや郵送による申告書提出にご協力ください

■市民税・県民税 ■所得税及び復興特別所得税

市県民税申告書は、右記二次元コード
から作成することができます

所得税及び復興特別所得税の確定申告書は、
右記二次元コードから作成することができます

市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
が
必
要
な
方

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
が
必
要
な
方

市民税課
〒442－8601 諏訪1丁目1郵送先 豊橋税務署事務処理センター

〒440－8504 豊橋市大国町111（豊橋税務署内）郵送先

令和4年分の還付申告は、1月4日㈬から豊橋税務署で申告相談を受け付けています。

市役所における所得税及び復興特別所得税の確定申告書の配布数には限りがあります。
国税庁ホームページからダウンロードしてください。豊橋税務署でも配布しています。
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申
告
に
必
要
な
も
の

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

②
税
務
署
か
ら
届
い
た
案
内
な
ど

③
通
帳
な
ど
、
本
人
名
義
の
口
座
情
報

　

が
わ
か
る
も
の

※
①
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
通
知

カ
ー
ド
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書

類
と
運
転
免
許
証
な
ど
の
身
元
確
認
書

類
が
必
要
で
す
。

■
所
得
の
確
認
に
必
要
な
も
の

　

給
与
・
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票
な

ど
（
年
金
支
払
通
知
書
は
不
可
）

■
控
除
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
も
の

①
医
療
費
控
除

　

作
成
済
み
の
明
細
書
な
ど

②
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
控
除
・

　

社
会
保
険
料
控
除

　

控
除
証
明
書
な
ど

③
扶
養
・
配
偶
者
（
特
別
）
控
除
・
障

　

害
者
控
除

　

そ
の
所
得
や
障
害
の
程
度
が
わ
か
る

も
の

④
寄
附
金
控
除

　

寄
附
し
た
団
体
の
領
収
書
な
ど

※
そ
の
他
の
必
要

な
も
の
な
ど
詳
し

い
こ
と
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

　申告会場の混雑を避けるため予約制で行います。下表
で対象となる会場を確認し、インターネット、電話、または
往復はがきで予約の上、ご来場ください。また、各会場で
申告受付日時や予約受付開始日が異なりますのでご注意
ください。

予約がない場合は受付できません
当日の状況により、対応が予約時間よりも遅
れる場合があります

注 意 事 項

申告期間 2月7日～3月15日会場での申告（予約制）

会場 対象 申告受付日時
予約方法・予約受付期間

インターネット 電話 往復はがき

文化会館 ❶❷
2月  7日～2月17日

1月16日㈪から

1月23日㈪から 1月4日～1月13日 
（消印有効）2月20日～3月  3日 2月  6日㈪から

一宮生涯学習センター

❶

3月  8日㈬ 2月13日㈪から ―

御津生涯学習センター 3月10日㈮ 2月16日㈭から ―

音羽文化ホール 3月13日㈪ 2月20日㈪から ―

小坂井生涯学習センター 3月１５日㈬ 2月27日㈪から ―

❶ 市民税・県民税、または給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみ申告する方

❷ 事業所得、不動産所得、雑所得（年金以外）があり、令和3年分の所得金額が300万円以下の方
時間⇔9：00～12：00、13：00～16：00（土・日曜日、祝日を除く）

時間⇔9：30～12：00、13：00～16：00（土・日曜日、祝日を除く）

※❷は税理士による無料出張相談です。3月2日㈭まで開催しています。

➊市ホームページ、または右記二次元コ
　ードから予約フォームにアクセス
➋希望する日時、会場など必要事項を入力
➌予約完了後、予約ＩＤが記載されたメー
　ルを受信（来場時に予約ＩＤを確認しま
　す）

➊豊 川 市 申 告 受 付 予 約 専 用コー ルセンター 
　（0532－39－7086）に電話
➋希望する日時、会場などを伝える
➌予約完了後に伝えられる予約ＩＤを書き留める（来
　場時に予約ＩＤを確認します）

受付時間 9：00～17：00（土・日曜日、祝日を除く）
各会場の予約受付開始日などは上表のとおりです。

■ 電話予約■ インターネット予約

受付時間 24時間（1月16日㈪9：00から受付開始）

予約はこちら

詳しくはこちら
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■ 往復はがきによる予約（文化会館のみ）　

　往復はがき以外の郵便による予約はできませんので、
ご注意ください。

往信部（宛先） 返信部（文面）

切手

●返信部（文面）には何も
　記入しないでください
●状況により予約がとれ
　ない場合は、返信はが
　きでお伝えします
●1人につき1枚のはが
　きで申込してください

注意事項
豊
川
市
役
所
市
民
税
課 
行

豊
川
市
諏
訪
１
丁
目
１

４４ 2 8 ６ 0 1

医
療
費
控
除
の

　
明
細
書
を
事
前
に

　
　
作
成
し
て
く
だ
さ
い

　

医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

医
療
費
控
除
の
明
細
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。必
ず
事
前
に
作
成
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、医
療
費
の
領
収
書
の
提
示・提

出
は
不
要
で
す
。た
だ
し
、領
収
書
は
自

宅
で
5
年
間
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。な

お
、医
師
や
市
が
発
行
し
た
お
む
つ
使

用
証
明
書（
確
認
書
）、在
宅
介
護
医
療

費
用
証
明
書
な
ど
が
あ
る
方
は
明
細
書

へ
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

医
療
費
控
除
の
明
細
書
は
、市
民
税
課

（
北
庁
舎
1
階
）に
あ
り
ま
す（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）。

医療費控除の明細書

往信部（文面）返信部（宛先）

切手
①郵便番号・住所
②氏名（フリガナ）
③電話番号
④生年月日
⑤申告の種類（※）
⑥ 2 月7日～ 3 月3日 
　で都合の悪い日

あ
な
た
の
氏
名

あ
な
た
の
住
所

受付期間 1月4日～13日（消印有効）

➊往復はがきに①郵便番号・住所②氏名（フリガナ） 
　③電話番号④生年月日⑤申告の種類（※）⑥2月7 
　日～3月3日で都合の悪い日（予約日時の指定は 
　できません）を記入し、豊川市役所市民税課（〒442－ 
　8601 諏訪1丁目1）へ郵送

➋1月下旬頃に届く返信はがきで予約日時を確認 
　（原則、予約のキャンセルや変更はできません）
➌申告会場へ来場時に返信はがきを提示（当日の受付は
　予約時間の５分前から行います）

ダウンロードは
こちら

※申告の種類の書き方
・市民税・県民税の場合　 ア
・給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみの場合　 イ
・事業所得、不動産所得、雑所得（年金以外）があり、令和
 3年分の所得金額が300万円以下の場合　 ウ
◎申告の種類の記載がないと予約ができませんので、
　ご注意ください。

　豊橋税務署における確定申告は、混雑を避けるため、
入場整理券を配布します。配布状況により、後日の来場
をお願いすることもあります。
期間⇔2月16日～3月15日（土・日曜
日、祝日を除く。ただし、2月19日㈰・
26日㈰は開設）
時間⇔9：00～17：00

豊橋税務署 　0532－52－6201

豊橋税務署窓口での申告

詳しくはこちら

　スマホで確定申告する方の補助を文化会
館で行います。事前に持ち物などを確認の
上、お越しください。混雑状況によっては入

文化会館でのスマホ申告補助

場制限を行うことがあります。
期間⇔3月6日～15日（土・日
曜日、祝日を除く）
時間⇔9：00～16：00
申込⇔当日、会場へ

市民税課 　89－2129

詳しくはこちら

所得税及び復興特別所得税の確定申告




